
答 

１ 従来は公益法人同士が合併するという制度は民法上はありませんでした。

一方の法人を解散して、財産を他方の法人に贈与して、事実上の合併を行っ

ていました。 

 

２ 今般、５年間の移行期間に限って、特例民法法人の吸収合併を行うことを

可能としました。また、特例社団法人と特例財団法人の合併も可能としたと

ころです。 

 

３ なお、特例民法法人の合併については、旧主務官庁の認可を受けることが

必要です。 

 

４ この特例民法法人の合併の制度の活用によって、単独では、移行の認定や

認可を受けることが困難である特例民法法人が、合併により財政的基盤など

を整え、円滑に移行することも可能になる場合もありえると考えています。 

 

 

 

問Ⅲ‐２‐①(特例民法法人) 

 特例民法法人の合併について教えてください。 


